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＜定例会の主な議題及び要旨＞ 

 

令和３年４月１日（木） 

 

【報告事項】 

１ ２月定例県議会の結果について                    

（総務部） 

  警察本部から「２月定例県議会は、３１日間の会期を終え、３月２４日に閉会した。

本会議における代表質問では、公明党からＤＶ・児童虐待防止対策について、緑友会か

らあおり運転対策等について、一般質問では、民主県政県議団から県警察における女性

警察官の登用を含む人的組織基盤の強化について質問が行われた。警察委員会では、令

和２年度福岡県一般会計補正予算ほか２件についての審査が行われ、いずれも原案どお

り可決された。」旨の報告があった。  

 

２ 監察関係報告について 

（警務部） 

  警察本部から「小倉北警察署員による準強制性交等事案について、４月２日付けで懲

戒処分の停職６月とする。」旨の報告があった。  

  公安委員から「小倉北警察署では昨年も社会的反響の大きい非違事案が発生してお

り、官民一体となって工藤會対策を推進している中で、非常に残念なことである。再発

防止に向け、警察職員としての自覚を持たせるための指導・教養をお願いする。」旨の

発言があり、警察本部から「誠に遺憾であり、重く受けとめている。今一度、県警察全

体で規律の振粛に努めていく。」旨の説明があった。  

 

３ 強盗未遂事件被疑者の逮捕について 

（生活安全部・刑事部） 

警察本部から「南警察署及び少年課は、３月１５日深夜、コンビニエンスストアにお

いて、従業員に刃物を突きつけて脅迫し、現金を強取しようとした強盗未遂事件につい

て、３月２４日、福岡市中央区居住の解体作業員の少年ほか１人を逮捕した。」旨の報

告があった。  

公安委員から「コンビニエンスストアの防犯対策は、どのようになっているのか。防

犯カメラはもちろん、犯行を未然に防ぐ対策についてもお願いする。」旨の発言があり、

警察本部から「コンビニエンスストアに対しては、夜間帯の複数勤務を推奨し、適宜、

強盗に備えた防犯訓練を実施するなどしている。本件においては、刃物を持った被疑者

と対峙した従業員が非常通報装置を作動させており、防犯訓練による一定の効果が表れ

ているものと考えているが、今後も未然防止に資する対策についてもしっかりと講じて

いきたい。」旨の説明があった。  

公安委員から「被疑者は少年であり、再犯防止が重要であることから、犯行の動機や

家庭環境等の背景などについても徹底した捜査を行い、全容解明を図ってもらいたい。」

旨の発言があった。  

 

４ 春の交通安全県民運動の実施に伴う警察活動の強化について       

（交通部） 

警察本部から「４月６日から同月１５日までの１０日間、全国一斉に実施される春の

全国交通安全運動に合わせて、春の交通安全県民運動が実施されることに伴って警察活

動を強化し、交通事故の更なる抑止を図る。運動の重点は、子供と高齢者を始めとする

歩行者の安全の確保、自転車の安全利用の推進、歩行者等の保護を始めとする安全運転

意識の向上及び飲酒運転等の危険運転の防止であり、期間中は、新型コロナウイルス感



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

染症の感染防止に配意しつつ、広報用チラシの配布や各種情報発信媒体を通じた効果的

な広報啓発活動により、県民の交通安全意識の向上を図る。」旨の報告があった。 

公安委員から「横断歩行中の高齢者が交通事故に遭うケースが多いことから、自治会

を通じた呼びかけなど、高齢者を対象とした効果的な広報啓発活動をお願いする。」旨

の発言があり、警察本部から「新型コロナウイルス感染症の影響により、人が集まる機

会が減っていることから、交番だより等の広報紙を積極的に配布しているほか、徒歩や

自転車で通行中の高齢者にパトロール中の警察官が声をかけ、個別に交通安全指導を実

施したり、反射材を配布するなどの活動も行っている。」旨の説明があった。 

公安委員から「速度超過取締り等については、住民が不安を感じている通学路や幹線

道路の抜け道などにおいて、重点的に実施してもらいたい。また、飲酒運転の撲滅は、

県警察の三大重点目標の一つであることから、引き続き徹底した取締りをお願いする。」

旨の発言があり、警察本部から「各種交通指導取締りについては、住民からの要望や事

故の発生実態を踏まえ、効果的に行っていく。」旨の説明があった。 

 

５ 死亡ひき逃げ事件被疑者の逮捕について  

                                    （交通部） 

  警察本部から「東警察署及び交通捜査課は、３月２２日に福岡市東区の県道上で発生

した死亡ひき逃げ事件について、３月２３日、同区居住の通信販売業の女性を過失運転

致死等で緊急逮捕した。」旨の報告があった。  

  公安委員から「引き続き徹底した捜査を行い、事故の全容解明に努めてもらいたい。」

旨の発言があった。  

   

【その他報告事項】 

  警察本部から「早良警察署及び捜査第一課は、３月３０日、福岡市早良区の自宅にお

いて女児を殺害した殺人事件について、３月３１日、被害者の実母を逮捕した。」旨の

報告があった。 

  公安委員から「引き続き徹底した捜査を行い、事件の全容解明に努めてもらいたい。」

旨の発言があった。  

 


